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序論 

 

１．計画策定の趣旨 

本市では、高度経済成長を遂げつつあった昭和 45(1970)年に、まちづくりの基本方針を明らかにするために

第一次総合基本計画を策定して以降、五次にわたり総合基本計画を策定し、市政の指針としてきました。 

平成 23(2011)年 5 月に地方自治法の一部が改正され、同法第２条第４項の「基本構想策定の義務づ

け」が撤廃されましたが、総合的かつ計画的な市政の運営を図るためには総合基本計画が必要と考え、守口市

総合基本計画条例を平成 31(2019)年 3 月に制定しました。 

同条例では、総合基本計画を、総合的かつ計画的に市政運営を行うための市の最上位計画として位置づけ

ています。基本構想及び基本計画の策定にあたっては、守口市総合基本計画審議会に諮問することとし、基本

構想の策定にあたっては、議会の議決を経ることとしています。 

平成 23(2011)年 3 月に策定した「第五次守口市総合基本計画」から 10 年の歳月が経過し、この間の社

会状況の変化を踏まえ、本市の新たな未来を描くため、行政だけではなく、市民や議会、企業・団体など「オール

守口」での協働によるまちづくりの「羅針盤」として新たな総合基本計画を策定します。 

 

２．計画の構成と期間 

 本計画は、「基本構想」及び「基本計画」で構成します。 

 

●基本構想 

基本構想は、守口市のまちの将来像や、その実現に向けた基本目標などを定めるものです。 

基本構想の計画期間は、令和３(2021)年度から令和 12(2030)年度までの 10 年間とします。 

 

●基本計画 

基本計画は、基本構想で示したまちの将来像を実現するための政策の方向性や、その方向性に基づく具体

的な施策などを定めるものです。第五次総合基本計画までは、計画期間を 10 年間としていましたが、変化の激

しい時代にあって、その政策の方向性や施策などの実現をより具体的なものとするために、計画期間を前期と後

期に分けることとします。 

前期基本計画の計画期間は、令和３(2021)年度から令和 7(2025)年度までの５年間とします。 

後期基本計画の計画期間は、令和８(2026)年度から令和 12(2030)年度までの５年間とすることを予定

します。 
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３．基本計画の推進 

基本計画の推進にあたっては、基本計画の達成状況等を毎年チェックするなど、適切な進行管理により、計画

の実効性を高めます。また、基本計画に示す施策の着実な進捗を図るため、主要な事務事業について毎年度、

実施計画を策定します。 

 後期基本計画は、前期基本計画を評価した上で、策定時以降の社会状況の変化や施策の達成度等を踏ま

え令和 7(2025)年度中に策定することを予定します。 

 

図表 計画の構成と期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

前期基本計画(5 年) 後期基本計画(5 年) 

実施計画 

令和３年 令和７年 令和８年 令和 12 年 

基本構想(10 年) 
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基本構想 

１．基本構想の策定背景 

（１）本市を取り巻く社会状況の変化 

   本市は、早くから企業城下町として栄えた産業都市として、上下水道の整備等、都市生活の利便性の向

上に取り組んできました。しかし、産業構造の変化に加え、急激に進む人口減少・少子高齢化の進行、グロー

バル化の進展、災害によるリスクの増加、情報技術の発展、地球温暖化の進行など、本市を取り巻く社会経

済状況は大きく変化しています。特に、令和２(2020)年は、新型コロナウイルス感染症が世界的な流行とな

り、グローバル化がもたらす感染症に対応するための「新しい生活様式」の確立も急がれています。これらの変化

が私たちの暮らしに及ぼす影響を様々な観点から想定し、「守口の将来」を考え、市民とともにその実現に取り

組むことが必要です。 

 

 ①人口減少・少子高齢化のさらなる進行 

我が国の人口は平成 20(2008)年 12 月の 1 億 2,809 万人をピークとして減少に転じ、令和２(2020)

年１月には１億 2,602 万人（概算値）となっています。国立社会保障・人口問題研究所による日本の将

来推計人口（平成 29(2017)年推計）によると、本計画の最終年度にあたる令和 12(2030)年には、１

億 1,913 万人となる見通しです。その後も人口減少はさらにスピードが上がり、令和 35(2053)年には 1 億

人を割り込み、令和 47(2065)年には 8,808 万人となるとされています。 

   様々な対策により、今後、人口減少のスピードが多少抑制されたとしても、人口減少は避けがたい我が国の

未来です。人口構造をみると、年少人口（0～14 歳）と生産年齢人口（15～64 歳）が減少する中で、

概ね令和 24(2042)年までは老齢人口（65 歳以上）のみが増加していきます。そのため、高齢者の増加

への対応と、少子化対策、労働力人口の減少への対応を同時に進めていくことが必要となります。また、本格

的な人口減少と税収減少を見据えて、社会インフラを適切な規模へ段階的に縮小させていくことが必要となり

ます。 

 

 ②ビジネスや生活におけるグローバル化のさらなる進展 

我が国の在留外国人は令和元(2019)年 6 月現在、約 283 万人、大阪府の在留外国人は 24.7 万人

です。人口減少に伴って労働力不足が進むことが見込まれることから、平成 31(2019)年 4 月に改正出入国

管理法が施行されるなど、外国人人材の受け入れの取組が進みつつあります。この外国人人材の中には、我

が国での滞在が長期間になる人や、配偶者や子どもの帯同が認められる人もいます。こうしたことから、地域社

会において、交流人口だけでなく、定住外国人とともに暮らすということが増えていくと考えられます。生活者とし

ての外国人が増えていくことに対応した社会づくりが必要となります。 

近年、訪日外国人観光客(インバウンド)が年々増加する傾向にあり、平成 30(2018)年には、初めて

3,000 万人台を超えました。新型コロナウイルス感染症の影響により、令和 2(2020)年の訪日外国人観光

客は大きく落ち込みましたが、治療薬等の開発・普及や、国際的な「新しい生活様式」の確立に伴い、インバ

ウンド自体の趨勢は、中長期的にはやがて回復すると見込まれます。また、国内マーケットの縮小に対応して海

外マーケットにビジネスチャンスを見出そうとする企業はさらに増えると想定されます。今後、外国人に対するビジ

ネスや外国人とともに行うビジネスがさらに広がっていくと考えられます。 
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 ③様々なリスクから身を守る「自助」の重要性の高まり 

地球温暖化の影響と考えられる気候変動により、近年、我が国における風水害の被害が増加しています。

河川氾濫や内水氾濫はひとたび発生すると、広い範囲で住戸や事業所が浸水等の影響を受けます。また、南

海トラフ付近を震源とする地震は、過去概ね 100～150 年間隔で繰り返し発生しています。前回（昭和

19(1944)年昭和東南海地震、昭和 21(1946)年昭和南海地震）の発生から 70 年以上が経過してお

り、国の中央防災会議等の知見においても、次の南海トラフ沿いの地震発生の切迫性が高まってきていると予

測されています。このような災害リスクの高まりに対応して、限りなく被害を小さなものにする減災・縮災に加えて、

その後の生活再建や、事業所における被災時の事業継続を成し遂げる回復力を高めていくことが必要となって

います。 

加えて、新型コロナウイルス感染症の世界的流行を踏まえ、感染症と自然災害に同時に対応する必要性

への認識とそのための備えが求められています。 

また、地域での犯罪は大きく減少傾向にあるものの、高齢者等を対象とする詐欺被害が増えています。さら

に、インターネット等を介したコミュニケーションやサービスの拡大は、生活に利便性をもたらす一方で、新たな犯

罪やトラブルを招いています。このように様々なリスクに対する認識を共有し、あらゆるリスクを想定したエビデンス

（科学的根拠）に基づく予防・減災に取り組むため、「公助」「共助」とともに、「自助」の重要性も一層高まっ

ています。 

 

④デジタルコミュニケーション手段の高度化への対応 

インターネットは、日常生活やビジネスにおいて欠かせない基盤となっています。スマートフォンやＳＮＳの普

及により、誰もがいつでもどこでもインターネットを利用して、情報を入手できるだけでなく、誰もが簡単に世界に

対して情報を発信することができるようになっています。観光分野では、SNS による情報発信が人の流れを変え

るといった例もみられます。また、これらを基盤として、個人同士でのモノやサービスのやり取りも一般的に行われ

ているほか、フリーランスやテレワークなど様々な働き方が広がっています。また、新型コロナウイルス感染拡大防

止の教訓を踏まえ、ビジネスや教育、行政サービス等、様々な場においてリモートによるデジタルコミュニケーショ

ン手段を活用すべきとの認識が広がりました。今後も、デジタルコミュニケーション手段の発達に伴い、技術・サー

ビスの開発が進み、人々の暮らしやビジネスが変化していくことが想定されます。 

  ＳＮＳ等を通じたデジタルコミュニケーションの高度化は、様々なチャンスをもたらす可能性がありますが、こうい

った環境変化に適応しにくい方を考慮した対応と併せ、誤った情報に左右されない主体的な情報媒体活用能

力を高める情報教育や情報モラルの確立も必要となっています。 

 

⑤持続可能な社会に向けた具体的な「行動」の必要性の高まり 

国際社会においては、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会を実現するために、

令和 12(2030)年を年限として「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成に向けて取組を進めています。

SDGs は発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル（普遍的）なものであり、政府におい

ても積極的に取り組んでいます。 

SDGs では 17 の国際目標が設定されていますが、自治体がそれぞれの特性に応じて、目標を設定し、取

組を進めていくことが期待されています。SDGs という枠組みを活用しながら、社会・経済・環境をめぐる広範な

課題に統合的に取り組むことや、多様な主体が連携・協力して取り組むことが必要です。 
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（２）本市の人口の見通し 

本市の人口は、昭和 46(1971)年６月の 188,035 人をピークとして減少し、令和元(2019)年 10 月

１日現在には 143,858 人となっています。将来人口を推計すると、本計画の最終年度にあたる令和

12(2030)年には、現状より約９千人減少し、約 13.5 万人になることが見込まれます。 

年齢３区分で人口の推移をみると、令和 12(2030)年に向けては、0～14 歳人口、15～64 歳人口、

65 歳以上人口のいずれも減少していきます。高齢化率は 28％台で推移した後、令和 17(2035)年に

30％を超えることが見込まれます。 

 

 

図表 守口市の人口推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 守口市の人口（３区分）の推移 
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（３）本市の特性 

本市には、地理的位置、自然、歴史、文化、産業等、様々な特性があります。社会状況の変化に対応し

て、これらの特性をまちづくりの資源として活かしていく「守口の将来」を考えることが必要です。 

 

●コンパクトで平坦な市域 

本市の面積は 12.71k ㎡と、大阪府内では７番目に小さく、コンパクトな市域となっています。淀川を除くほ

ぼ全域が市街地で、そこに約 14 万人の市民が暮らしており、可住地人口密度は全国有数です。市域は概ね

平坦であり、自転車での移動がしやすくなっています。 

 

●交通利便性 

本市には、京阪電車、大阪メトロ（谷町線、今里筋線）、大阪モノレールの駅が６つあり、鉄道・バスによ

る主要ターミナルや近隣都市、空港へのアクセスが良好です。大阪中央環状線、阪神高速道路、国道１号、

国道 163 号、国道 479 号などの主要幹線道路が市域を通っており、東西方向、南北方向のいずれの方向

に対しても交通利便性が高くなっています。 

特に大阪都心部への良好なアクセスにより、様々な都市機能を利用しやすい環境にあり、さらに、京都や北

大阪地域へのモビリティの高さも有しています。また、大阪モノレールの東大阪市までの南伸が計画されており、

大阪都市圏における南北軸のさらなる交通利便性の向上が一層期待されます。 

 

●中心市街地 

京阪電車守口市駅・大阪メトロ守口駅周辺の「守口都市核」は、商業・業務系機能に加え、行政文化機

能が集積する市の玄関口となっています。また、大阪モノレール大日駅・大阪メトロ大日駅周辺の「大日都市

核」は、商業・業務・居住系機能が集積する東部地域の交流拠点となっています。 

 

●買い物・医療 

市内には、百貨店、大型複合商業施設、食品スーパー、商店街等が多く立地し、日常の買い物が便利な

環境にあり、市内はもとより近隣地域からの買い物客でにぎわっています。 

また、市内には多くの民間医療機関があり、その中には、一次、二次、三次の救急医療を担える医療機関

があることも強みです。加えて、入所、在宅双方の高齢福祉サービスを担う介護保険施設が立地し、これらが

市民生活を支えています。 

 

●緑・公園 

北部を流れる淀川は、貴重な自然環境が享受できる水辺空間であり、本市の上水道の水源にもなってい

ます。南部にある鶴見緑地には、緑と親しめる空間が整備されています。このほか、市内には 60 か所の都市公

園をはじめとする、多くの公園があります。このうち最も面積が大きい大枝公園は、「スポーツ・防災公園」として

平成 31(2019)年４月にリニューアルされ、多くの市民でにぎわう本市の新たな魅力スポットとなっています。 

 

●歴史文化・生涯学習 

本市には歴史的資源として、東海道 57 次の宿場町の趣を残す文禄堤などの史跡や市指定有形文化財



9 

 

であるもりぐち歴史館「旧中西家住宅」や古寺社、石造物や美術工芸品などの有形文化財、府指定天然記

念物の樹木などがあります。また、市指定無形民俗文化財である寺方提灯踊りのほか、秋祭りでのだんじりや

みこしなども地域において継承されています。 

市内では８箇所のコミュニティセンターが整備され、市民の文化・スポーツ活動の場として活用されています。

また、令和２(2020)年には、守口市生涯学習情報センターを「市立図書館」として全面リニューアルし、市民

が主体的に集い・学び・交流する新たな場となっています。 

 

●産業 

本市は、大手家電メーカーの企業城下町として発展し、多くの工場が立地し、そこに勤める従業員により商

店街等が大きなにぎわいをみせた時期がありました。高度成長の終焉や海外への工場移転等、大手家電メー

カーをはじめとする製造事業者の環境変化に伴い、本市の産業構造は大きく変化し、平成 14(2012)年以

降は、本市の従業者数は、商業が製造業を上回っています。 

  

●子育て・教育 

本市では、平成 29(2017)年度から 0 歳～５歳児の幼児教育・保育の無償化を実施しています。これに

加えて、妊婦健康診査の助成や中学生までのこども医療費助成などの取組により、義務教育終了までの保

育・教育・医療に係る費用負担が軽減されています。また、子育て世代包括支援センター「あえる」の開設など、

在宅での子育てに対する支援も充実しており、子育てにやさしいまちとなっています。 

教育においては、全中学校区において小中一貫教育を推進しており、全国に先駆けた義務教育学校を設

置しています。また、地域の方が学校運営に参画するコミュニティスクールの導入や ICT 機器を活用した学習に

積極的に取り組むなど、より良い教育環境の中で子どもたちが学んでいます。 

 

●安全安心 

大阪府警との連携により防犯カメラ 1,000 台を効果的に整備したことや、小学校区の青色パトロール活動

の充実により、地域での犯罪は大きく減少傾向にあります。 

 

図表 可住地人口密度順位(全 792 市) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料）総務省「統計でみる市区町村のすがた 2019」より本市作成 

人口密度

(人／k㎡)

(参考) 東京都特別区 14,775.63 9,272,740

1 蕨市(埼玉県) 14,140.90 72,260

2 武蔵野市(東京都) 13,181.24 144,730

3 西東京市(東京都) 12,780.32 200,012

4 狛江市(東京都) 12,578.21 80,249

5 大阪市(大阪府) 11,949.67 2,691,185

6 三鷹市(東京都) 11,398.54 186,936

7 守口市 11,254.29 143,042

8 豊中市(大阪府) 10,873.77 395,479

9 川崎市(神奈川県) 10,820.90 1,475,213

10 小金井市(東京都) 10,790.76 121,396

市区町村 人口(人)
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図表 守口市概略図 

  
  

滝井 

守口 

太子橋 
今市 土居 

守口市 

大日 

井 

至大阪空港 

至門真市 

至東梅田 
天王寺 

   

至淀屋橋 
  中之島 

   

至祇園四条 
出町柳 

   

鶴見緑地 

市役所 

市立図書館 もりぐち歴史館 
(旧中西家住宅) 
 

文禄堤 

至井高野 

至今里 

東部エリア 
コミュニティセンター 

市民保健センター 
(南部エリア 

コミュニティセンター) 

 

大日都市核 

守口都市核 
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（４）本市の主要課題 

①子育て世帯等の定住促進 

本市においては、近年、０歳～３歳の人口が増えるなど子育て世帯が増加しています。しかし、人口動向

を分析すると、子育て世代が子どもの成長に伴って住まいを移す場合に、市外に転出する状況がみられます。

転出者に対するアンケート調査では、守口市外に転出した人のうち、「守口市内も検討したが最終的には市

外になった」が26.7％、「守口市内に住むこともできたが、守口市内では探さなかった」が8.9％となっています。

都市経営とまちのにぎわいのためには、生産年齢人口（15～64 歳人口）の定住が重要であることから、市

民が住まいを移す場合に、市内での住み替えを検討する割合を高めるとともに、守口市を選択する割合を増

やしていくことが必要です。また、定住促進に向けては、若者が本市に愛着を持ち、生まれ育ったことを誇りに思

えるよう、まちづくりを進めることも必要です。 

そのためには、子どもが「守口で育ちたい」、保護者が「守口で子育てをし続けたい」と思えるように、住環境や、

子育て、教育等を総合的に高めていくことが大事な課題です。また、本市に愛着を持ち、生まれ育ったことを誇

りに思う若者を増やしていくことも定住促進に向けた課題です。 

 

②人生100年時代を見据えた多様な人が過ごしやすいまちづくり 

ライフスタイルや価値観の多様化等により、本市では様々な市民が暮らしています。世帯をみると、平成 27

（2015）年には、一人暮らし世帯が 39％を占めており、夫婦と子どもからなる世帯は 25％、夫婦のみ世帯

が 19％、ひとり親と子どもからなる世帯は 10％となっています。年齢構成をみると、生産年齢人口が減少し続

け、企業活動や地域活動において必要な人材の確保が困難となることが見込まれます。そのため、高齢者や

若者、女性、障がい者、外国人等多様な人々が社会で活躍しやすい環境を整えていくことが必要です。 

また、令和 7（2025）年には、団塊の世代が 75 歳以上の後期高齢者となります。本市において、後期

高齢者の人口は令和８(2026)年にピークを迎え、人口に占める割合は 18％となる見込みです。こうした年

齢の市民は、身体的な変化や家族構成の変化（単身化）があり、外出やコミュニケーションの機会が減るな

ど孤立化が懸念されるとともに、医療や介護などの費用の増大が見込まれます。100 年の人生を豊かに暮らせ

るように、誰もが安心して外出・移動できる手段の確保や、安心して過ごすことができる居場所づくり、同じ趣味

や考えを持つ人とつながりを持てるような機会の確保など、多様な人が過ごしやすいまちづくりを限られた資源、

財源のもとでどうコンパクトに進めていくかが極めて重要です。様々な市民がいきいきと自分らしく過ごしやすい環

境を整えていくことが、健康寿命の延伸にもつながっていくと期待されます。 

 

③防災・防犯対策のさらなる充実 

平成 30(2018)年に発生した大阪北部地震や台風 21 号では、本市も大きな被害を受けました。本市は

歴史的には淀川と江戸時代に付け替えられた旧大和川に挟まれた沖積平野に所在するため、海抜３メート

ルと土地が低く、市域の大部分はもともと淀川の氾濫原であったため、大雨による浸水リスクが相対的に高くな

っています。加えて、高度経済成長期以降の急速な都市化に都市計画が追い付かず、狭い生活道路と耐震

性の低い木造住宅が多く存在する、いわゆる密集市街地が東部地域を中心に形成されており、大地震時の

家屋倒壊や火災によるリスクが懸念されます。 

また、安全安心のまちづくりには治安対策も重要です。大阪府警と連携し、1,000 台の防犯カメラを全市

域に設置したことにより、ひったくり等の地域犯罪が減少している一方で、オレオレ詐欺などの特殊詐欺による被
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害は増加しており安心できない状況が続いています。市民アンケートでは、さらなる治安の改善を求める意見が

回答者の 3 割を超えており、また、転出意向の理由としては、「治安への不安」、「都市イメージがよくないこと」

が多くあげられています。これらの治安に対する不安は、実際に起こっている犯罪の状況だけでなく、夜道の暗さ

や、ごみの散乱や落書き、自転車等の交通マナー、過去に形成された都市イメージも影響していると考えられ

ます。このような不安の解消に向け、市全体で取組を進めるとともに、地域犯罪が減少しているという事実に即

して情報を発信することが不可欠です。 

高齢化のさらなる進展に備え、防災・防犯の両面から安全安心への備えをさらに高めるため、市としてハード

面の整備とともに、ソフト面からは市民の主体的活動への支援を行うことなどが課題です。これにより、市民と行

政機関がそれぞれの具体的な役割を理解して確実に果たし、ユニバーサルな視点を備えた自助、共助、公助

の協働による安全安心社会に向かう姿勢及び体制の確立が重要です。 

 

④市民の守口への愛着・都市イメージの向上 

市民アンケートによると、本市の魅力としては、買い物や道路・鉄道、通勤・通学の利便性が圧倒的に多く

挙げられています。一方、さらに良くなればいいと思うこととしては、治安の良さ、高齢者福祉サービス、路線バス

等の利便性が多く挙げられています。守口市での暮らしに満足している方は約７割、守口市に愛着を感じてい

る方は約 6 割と高くなっていますが、一方守口市民であることを誇りに感じている方は約３割にとどまっています。

年齢階層別にみれば、20 歳・30 歳代の「誇りに感じる」割合が相対的に低く、この階層をターゲティングした戦

略的なまちづくりの必要性も感じられます。 

また、あらゆる人々にとって、生活の利便性に加えて、守口の様々な人や店、活動と出会い、仲間や友人、

なじみの店、自分らしく活躍できる居場所を得ることが、守口への愛着や、守口市民としての誇りにつながると

考えられます。そのためには、守口の魅力と出会う機会を増やすことや、京阪守口市駅など、市内外の多くの人

を惹きつける地域のランドマークとなる都市の顔づくりがも課題です。また、それらの魅力を発信して、都市イメー

ジの向上につなげていくことも課題となります。 

   

⑤公共施設や都市基盤の再編統合と計画的な更新 

本市では昭和 30 年代からの人口急増に対応するため、大手家電メーカーをはじめとする多数の事業所や

市民から頂いた豊富な税財源を活用し、フルセット型の公共施設や都市基盤の整備に早くから取り組んできま

した。それから 60 年程度の年月がたち、多くの公共施設や都市基盤が老朽化し、安全性や利用環境への影

響が懸念されます。また、施設の老朽化は、地域の魅力の低下につながるおそれもあります。これらの懸念に加

え、少子高齢化やニーズの変化に対応するため、保育所や学校、公園やコミュニティセンター等、多くの施設を

更新してきましたが、上下水道等のライフラインの更新はまだ道半ばです。 

今後も引き続き、人口減少を見据え、限られた財源の中で、公共施設や都市基盤の必要な規模を見定

めた上で、必要となる再編統合を進めていくとともに、一方で、単にスクラップのみを目的とするのではなく、新た

な市民、都市ニーズに応じた機能を付加する観点も含め、将来にわたって維持していく公共施設や都市基盤

の管理や機能更新を計画的に進めていくことが必要です。 
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２．将来都市像 

今後、本格的な人口減少とさらなる少子高齢化が進むことが見込まれます。我が国の都市部におけるこれほど

の急速な人口減少は、誰もが経験したことがなく、右肩上がりの社会を過ごしてきた私たちには、これから訪れる

未来に対処することは容易ではありません。しかし、未来への羅針盤として将来都市像を描き、時代変化の兆し

を敏感に受け止めながらまちづくりを進めていくことで、全国有数の人口過密都市である本市は、21 世紀にふさわ

しいゆとりと豊かさを感じられる定住都市への転換を図ることができます。 

第五次総合基本計画の計画期間を通じて蒔いてきた「明日の守口につながる種」から苗を育て、単なる「便

利で住み良いまち」から、安心して幸せに「いつまでも守口市に住み続けたい」と考える市民が定住する都市を令

和 12(2030)年度までに築くことを目指します。 

 このような考え方を踏まえ、守口市の将来都市像を 

 

(仮）いつまでも住み続けたいまち守口 

 

と定めます。 

 

３．まちづくりの目標 

将来都市像を実現するために、本市の主要課題を踏まえて、次の５つを「まちづくりの目標」と定めます。 

基本計画に定める各施策において、「まちづくりの目標」とのつながりを考慮した「5 年後の守口像」を設定し、そ

の実現に寄与する取組を企画立案し、実行していきます。 

 

 

（１）子どもや若い世代が夢を育めるまち 

（２）一人ひとりが自分らしく活躍できるまち 

（３）安全に安心して暮らせるまち 

（４）市民が誇れる魅力あるまち 

（５）持続可能な都市づくりを進めるまち 
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（１）子どもや若い世代が夢を育めるまち 

子どもたちは様々な可能性を秘めています。子どもたち一人ひとりが、将来の夢を描き、社会に羽ばたいてい

くための礎を、守口での暮らし・遊び・学び等を通じて築くことができるように、子どもの主体性を大切にしながら、

家庭・地域・学校・行政、関係機関等の連携により、「子どもや若い世代が夢を育めるまち」を目指します。 

 （実現を目指す守口の姿） 

・子どもがのびのびと楽しく過ごしている。保護者が、子育てを楽しいと感じている。 

・子どもが守口での学び・経験を通じて夢を持っている。周囲の大人が応援している。 

・子どもやその保護者を子育て世代以外の者が、手を差し伸べ助けている。さらには、その姿を小学生・中

学生などが目にし、豊かな心の成長につながり、支えあいの連鎖が起きている。 

・守口で生まれ育った若者が、守口に愛着を持ち、誇りを感じている。 

 

（２）一人ひとりが自分らしく活躍できるまち 

守口には多様な価値観やライフスタイルを持った人が暮らしています。その多様性は今後さらに広がることが

想定されます。人生 100 年時代を見据え、生涯を通じて、誰もが自分らしく暮らし、働き、楽しみ、人の役に

立つことができる環境づくりがより大切になってきます。家庭や地域、学校、職場、趣味活動等、あらゆる場面

において「一人ひとりが自分らしく活躍できるまち」を目指します。 

 （実現を目指す守口の姿） 

・多様な価値観・ライフスタイル・生き方を認めあっている。 

・いくつになっても誰もが健康で楽しく生きがいを持って暮らしている。 

・多様な人が、やりがいを持って多様な方法で働いている。 

・誰もが少しずつ人の役に立つことをしている。 

 

（３）安全に安心して暮らせるまち 

犯罪、災害、事故、病気疾病、失業、家族構成の変化等、人生には自己や社会が抱える様々なリスクが

あります。また、加齢等により、福祉・介護サービスが必要となることもあります。このような時に備えて、市民がそ

れぞれ事前予防に心がける（自助）とともに、様々な困難に直面した時に支えあう（共助）ことや、セーフテ

ィネットとしての行政による支援（公助）が適切に機能しているする「誰もが安全に安心して暮らせるまち」を目

指します。 

 （実現を目指す守口の姿） 

・住民自らが強い防犯意識を持って、行政、警察とともに犯罪に巻き込まれる心配が少ない犯罪が起き

にくいまちづくりに率先して取り組んでいる。 

・行政、事業者、住民がともに災害に強い都市インフラ、ライフライン及び住宅等の整備の重要性を理

解し、安全性が高く安心できる都市基盤が整っている。 

・安心して市民生活を送ることのできる「新しい生活様式」の確立と感染症の拡大防止体制が整ってい

る。 
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・多くの住民が防災訓練や高齢者の見守りなど命を守る取組に具体的に携わっている。 

・医療・福祉を必要とする時に、適切な助言を受けながら安心して利用できる。 

 

（４）市民が誇れる魅力あるまち 

大都市に近いという利便性に加えて、地元で心豊かな「守口ライフ」をおくることができる環境を整えていくこと

が必要です。まちのあちこちに、ワークライフバランスの下で時間をゆったりと過ごせる居心地のよい場所があり、

地域まちをぶらぶらと巡る巡り、あるいはアクティブに活動に参加することで、守口の魅力ある様々な人やお店、

イベント等との出会いがある「市民が誇れる魅力あるまち」を目指します。 

 （実現を目指す守口の姿） 

・居心地の良い場所があちこちにあり、歩いていて様々な出会いがあり、まち歩きが楽しい。 

・まちがきれいで、緑にあふれており、四季を感じることができる。 

・様々なイベント等があり、自らも関わることもでき、楽しい時間を過ごせる。それを求めて市外からも人が

訪れている。 

・誰もが市内での移動がしやすい。 

・まちの情報が入手しやすい。守口の魅力発信により、都市イメージが向上している。 

 

（５）持続可能な都市づくりを進めるまち 

今の守口市は、高度経済成長期の右肩上がりの時代に作り上げてきたものです。地球環境への配慮をはじ

め社会状況の変化による課題に対応しつつ、限られた行財政資源の適切な配分・有効活用により、人口減

少時代に応じたまちへと徐々に作り変えていくことが必要です。社会・経済・環境の側面を考慮した「持続可能

な都市づくりを進めるまち」を目指します。 

 （実現を目指す守口の姿） 

・日々の暮らし、経済活動、行政活動において、社会・経済・環境の持続性を考慮して行動している。 

・人口減少を見据えて必要規模を見定め、公共施設や都市基盤等を計画的に再編・再整備してい

る。 

・市民と行政が、市と市民の将来を見据えて協働し、それぞれの役割と責任のもと、「我が事」意識を持

って地域の公共的な課題の解決に取り組んでいる。 

・多様な主体と連携し、守口の魅力を次々と創出し、改革をし続けることができる市となっている。 

 

 


